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制限付き一般競争入札による庁用自動車売払いの流れ 
◎ 買受希望者を公募し、市で定めた最低売却価格以上で最も高い価格をつけた方に売却し

ます。 

１ 申込書の提出 

・ 提出期限 令和６年５月３１日（金） 午後５時 必着 

・ 入札参加申請書に記入の上、「一般書留」又は「簡易書留」による郵送又は管財課窓口に

直接持参してください。 

【提出書類】 

① 入札参加申請書兼受付書 ②住民票（法人の場合は登記簿謄本） ③印鑑登録証明書

（法人の場合は印鑑証明書） ④納税証明書（市町村民税、固定資産税、法人の場合は

法人市民税）又は市町村民税非課税の方は非課税証明書 

▼ 

２ 書類の審査 

・ 審査の結果、入札参加資格を有すると認められた場合に「一般競争入札参加資格審査結果

通知書」を令和６年６月１１日（火）頃に送付します。 

▼ 

３ 入札の実施 

・ 【開札（入札）日】 令和６年６月１９日（水） 

・  入札書の提出期限（一般書留又は簡易書留による郵送又は管財課窓口に直接持参。） 

令和６年６月１８日（火）午後５時 必着 

二重封筒（中封筒及び外封筒の二つの封筒）とし「入札書」を中封筒に封かんのうえ「一

般書留」又は「簡易書留」による郵送又は管財課窓口に直接持参すること。 

▼ 

４ 契約の締結 

・ 落札決定の日から 7日以内に契約を締結していただきます。 

【必要書類等】 ①売買契約書 ②印鑑（実印）  

▼ 

５ 代金の支払 

・ 契約締結日から３０日以内に売買代金を納付していただきます。 

▼ 

６ 所有権の移転 

・ 売買代金が完納された後、物件の引渡し及び譲渡証明書・一時抹消登録申請に係る委任状

の交付を行います。自動車検査証の名義変更は、落札者が落札者の負担で行ってください。 

▼ 

７ 書類の提出 

・ 名義変更の手続完了後、自動車検査証など運輸支局長の発行する車両所有者登録を変更し

たことが確認できる書類の写しを石巻市に提出してください。 

・ 車体に市町村名等の表示があります。取得後、車体にある市町村名等の表示を落札者が落

札者の負担で消去していただき、消去したことが確認できる写真等を提出してください。 
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庁用自動車売払い制限付き一般競争入札実施要領 
 

１ 入札物件 
  入札により売り払う物件は次のとおりです。詳細については、この実施要領の物件調書
（Ｐ.１０～Ｐ.２０）をご覧ください。 

 

物 件 名 数量 
初度 

登録年月 
走行距離数 型 式 最低売却価格 

日野 マイクロバス １台 
平成２５年 

９月 
２５９，９６３ｋｍ 

ＳＤＧ－Ｘ

ＺＢ４０Ｍ 

２００，０００

円 

注１） この表の最低売却価格は、消費税及び地方消費税を含みません。落札者に対す

る契約金額は、落札金額に消費税及び地方消費税を加算した金額となります。 

２）現状有姿での売払いとなります。引渡し後の不調や故障についての補償は一切行

いません。 

３）上記物件は令和６年７月２１日をもって自動車検査有効期間が満了します。 

４）上記物件にはエンジンチェックランプが点灯することがあり、自動ドアを閉めた

際ステップが完全に戻らないことがある不具合があります。車両運送等に要する

経費は全て落札者の負担となります。 

 

２ 物件の公開日時及び公開の申込先 

現状有姿での引渡しとなりますので、現物を確認するようにしてください。物件を確認

する場合は、事前に申込先に連絡してください。 

(1) 公開日時 令和６年５月１日（水）から令和６年５月３０日（木）まで（土曜日、日

曜日等石巻市の休日を定める条例（平成１７年石巻市条例第２号。以下「休

日条例」という。）に規定する休日を除く。）の午前９時３０分から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (2) 申込先   石巻市鮎川浜湊川６６－１  牡鹿総合支所 車庫 

担当 石巻市牡鹿総合支所地域振興課  

電話番号 ０２２５－４５－２１１１（内線２２１） 

 

３ 入札参加者の資格 

次に掲げる者は、入札に参加できません。 

(1) 民法（明治２９年法律第８９号）第４条に規定する成年に該当しない者 

(2) 当該入札に係る物件に関する事務に従事する石巻市職員 

(3) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

(4) 市町村民税（法人にあっては、法人市町村民税）又は固定資産税の滞納がある者 

(5) 入札に係る申請書類を指定した期日まで提出しない者 

(6) 石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱（平成２０年石巻市告示第２６８号）別表

各号に規定する要件に該当する者 
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（7） その他市長が入札に参加させることが不適当と認める者 

 

４ 入札参加申込み手続  

(1) 提出期限及び申込先 

【提出期限】令和６年５月３１日（金） 午後５時 必着 

【申 込 先】  石巻市穀町１４番１号 

石巻市総務部管財課（市役所庁舎４階） 

(2) 申請方法 

本要領に添付の一般競争入札参加申請書兼受付書（Ｐ.２１様式）に記入の上、「(3)申

込時に必要な書類」を添えて、総務部管財課管財係まで「一般書留」又は「簡易書留」」

による郵送又は管財課窓口に直接持参してください。 

申請書の日付は、郵送する日を記入してください。 

(3) 申込時に必要な書類 

一般競争入札参加申請書兼受付書に次の書類を添えて提出してください。 

【個人の場合】 

 ア 住民票（本籍を記載したもの） １通 

イ 印鑑登録証明書 １通 

ウ 納税証明書（市町村民税及び固定資産税） 

または、非課税証明書（市町村民税）  各１通 

    【法人の場合】 

    ア 法人登記簿謄本 １通 

イ 印鑑証明書 １通 

ウ 納税証明書（法人市町村民税及び固定資産税） 各１通 

    注１）証明書類は、提出日より３か月以内に発行されたもの（写し可）とします。 

２）石巻市契約規則（平成１７年石巻市規則第５７号。以下「契約規則」という。）

第３条第２項に定める入札参加資格承認簿（以下「承認簿」という。）に登録さ

れている場合、上記【法人の場合】①から③に該当する書類の提出は不要です。 

(4) 入札参加資格審査結果通知書の送付 

入札参加申請書等の審査の結果については、「一般競争入札参加資格審査結果通知書」

を令和６年６月１１日（火）頃に電子メール又はファクシミリにより送付いたします。 

 (5) その他 

同一物件について、同一参加者が重複して申し込むことはできません。 

 

５ 入札に必要なもの 

(1) 「入札書」（Ｐ．２２様式）は、『一般書留』又は『簡易書留』による郵送又は管

財課窓口に直接持参してください。それ以外の方法での受付はできません。 

「入札書」の日付は、開札日（入札日）を記入してください。 

(2)  契約金額は、入札書に記載した金額に消費税及び地方消費税（１円未満切り捨
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て）を加算した金額になりますので、入札書には消費税及び地方消費税を抜いた金

額を記載してください。 

(3) 「入札書」は、二重封筒（中封筒及び外封筒の二つの封筒）の中封筒に封かんし、

外封筒に封かんのうえ提出してください。また、この場合、中封筒と外封筒とも

に、「入札案件名」、「開札日」及び「入札者名」を必ず記入してくださ

い。 

(4)  令和６年６月１８日（火）午後５時必着で郵送してください。それ以降に届いた

ものは無効とします。 

 

６ 開札（入札）の日時及び場所 

(1) 【日時】 令和６年６月１９日（水） 午前１０時から 

(2) 【会場】 石巻市穀町１４番１号 

石巻市役所本庁舎４階 ４０１会議室 

 

７ 開札（入札）の執行 

(1) 入札 

   ア 入札書は、所定の「入札書」（Ｐ.２２様式）を使用していただき、入札書に必要

な事項を記入の上、入札していただきます。 

   イ 入札参加者が１名の場合でも入札は行います。 

 (2) 無効となる入札 

次のいずれかに該当する入札は無効となりますのでご注意ください。 

ア 入札参加資格の無い者がした入札 

イ 記載事項の不明な入札又は記名のない入札 

ウ 金額を訂正した入札又は意思表示が不明瞭な入札 

エ 修正可能な筆記用具等を使用した入札 

オ 同じ物件について２通以上の入札をした入札 

カ 入札に関し不正行為のあった入札 

キ その他入札条件に違反した入札 

(3) 開札  

開札は、直ちに行います。 

(4) 落札者の決定 

ア 開札の結果、市が事前に定めた最低売却価格以上の入札のうち、最高金額の入

札者を落札者と決定します。 

イ 落札候補者（又は落札者。以下同じ。）となるべき同価格の入札をした入札者

が、２者以上ある場合は、下記の方法による「くじ」により落札候補者等を決定

します。 

(ｱ) 「くじ番号」 

落札候補者となるべき同価格の入札をした入札者の一般競争入札参加申請
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書兼受付書の受取順番を「くじ番号」とします。 

(ｲ) 「くじ順位」 

落札候補者となるべき同価格の入札をした入札者の「くじ順位」は、「く

じ番号」の小さい者から順に0(ゼロ)から、1、2、3･･･と番号を割り振りま

す。 

(ｳ) 落札候補者等の決定 

ａ 同価格の入札をした入札者の「くじ番号」の合計を、同価格の入札をし

た入札者の数で割り、余りを算出します。 

ｂ 同価格の入札をした入札者の「くじ順位」が、上記アで得られた余りの

数字と同じ者が、落札候補者となります。 

 

８ 入札結果の公表 

  入札結果については、入札終了後次の事項を速やかに公表します。公表の方法は、石巻

市のホームページへの掲載により行います。 

(1) 落札、不調の別 

(2) 入札参加者数 

(3) 落札金額 

 

９ 契約の締結 

落札者は、「庁用自動車売買契約書」により、落札決定の日から７日以内に、契約を締結

していただきます。 

 

１０ 売買代金の支払い 

契約締結日から３０日以内に、市が発行する納入通知書により全額一括して支払ってい

ただきます。 

 

１１ 所有権の移転等 

(1) 落札物件の所有権は、売買代金の支払いが完了したときに移転し、現状のまま引渡し

ます。譲渡証明書、一時抹消登録申請に係る委任状もあわせてお渡しいたします。 

(2)自動車検査証等の名義変更は、前記(1)の引渡し後、落札者が行ってください。なお、

名義変更に必要な費用等は全て落札者の負担となります。また、名義変更の手続完了

後、自動車検査証など運輸支局長の発行する車両所有者登録を変更したことが確認で

きる書類の写しを石巻市に提出してください。 

  (3) 車体に市町村名等の表示があります。落札者において消去していただきます。取得後、

車体にある市町村名等の表示を消去していただき、消去したことが確認できる写真等

を提出してください。 

(4) 執行機関は、公売物件の輸送等は行いません。自力で引取り又は業者手配をしてくだ

さい。 
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１２ 入札執行の延期 

入札の執行に際し、災害その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期

し、又は中止することがあります。この場合において、入札のために要した費用を石

巻市に請求することはできません。 

 

１３ その他 

(1) 売り払う物件に係る「使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律第

８７号）」に定める所定の費用（リサイクル料）が必要な物件については、当市において

支払い済みです。 

(2) 質問は質疑応答書（Ｐ.２３）を使用し、令和６年５月１日（水）から令和６年５月

２４日（金）まで（休日条例に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正

午から午後１時までを除く。）に提出してください。 

(3) 質問への回答は令和６年５月２８日（火）から令和６年６月１８日（火）まで（休日

条例に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを

除く。）の間、石巻市役所本庁舎４階 閲覧室（石巻市穀町１４番１号）で閲覧できま

す。また、質問提出者及び入札参加申請書兼受付書提出者に電子メール又はファクシミ

リで回答します。なお、ホームページにも掲載します。 

(4) 入札公告の開始日から質問への回答の閲覧開始日までの期間内に、物件調書等の訂

正及び追加を行う場合があります。入札に参加する者は物件調書等の訂正及び追加内容

を確認するとともに、質問への回答を確認の上、入札書を提出してください。 

 

１４ 入札に関する問合せ先 

石巻市総務部管財課管財係 

ＴＥＬ ０２２５－９５－１１１１（内線４０８９） 

ＦＡＸ ０２２５－２２－４９９５ 

MAIL  isprop@city.ishinomaki.lg.jp 


